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歴
史
を
紐
解
く

 　
義
満
は
北
山
文
化
を
開
花
さ
せ
て

　
　

勘
合
貿
易
を
開
始
す
る

　
明
に
使
者
を
遣つ
か
わわ

す

　

義
満
は
中
国
大
陸
の
明
朝
に
憧
憬
を
抱
き
、
応
安
七
年
（1374

）、
明
の
洪
武
帝
に
対
し
て
進
貢
（
貢

物
を
捧
げ
る
こ
と
）
の
使
者
を
遣
わ
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
明
朝
で
は
、
太
宰
府
で
活
動
し
て
い
た
懐

良
親
王
（
南
朝
）
を
、
日
本
国
唯
一
、
正
規
に
交
流
す
る
相
手
と
し
て
認
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
義
満
は
、

そ
の
臣
下
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
交
渉
は
実
ら
な
か
っ
た
。

　
ふ
た
た
び
使
者
を
送
る

　

康こ
う

暦り
ゃ
く

二
年
（1380

）
に
も
「
日
本
国
征
夷
将
軍
源
義
満
」
の
名
義
で
交
渉
を
試
み
た
。
だ
が
明
朝
は
、

周
辺
国
の
君
主
が
皇
帝
に
貢
物
を
捧
げ
、こ
れ
に
対
し
て
皇
帝
側
が
恩
賜
を
与
え
る
と
い
う
「
朝
貢
形
式
」
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ロ
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地
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市
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子
書
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き
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。
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を
掲
げ
て
い
た
の
で
、
義
満
の
入
貢
（
貢
物
を
受
け
入
れ
る
こ
と
）
は
、
ま
た
も
拒
絶
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
応
永
元
年
（1394

）、
義
満
は
太
政
大
臣
を
辞
し
て
出
家
し
、
天
皇
の
臣
下
で
は
な
い
と
い

う
自
由
の
立
場
と
な
る
。
そ
こ
で
、「
日
本
国
准
三
后
源
道
義
」の
名
義
を
使
用
し
て
、応
永
八
年（1401

）、

博
多
の
商
人
肥こ
い

富と
み

（
こ
い
つ
み
・
こ
い
ず
み
）
と
僧
の
祖そ

阿あ

を
使
節
と
し
て
明
に
派
遣
す
る
。

　

懐
良
親
王
の
勢
力
は
す
で
に
没
落
し
て
い
た
の
で
、
明
の
二
代
皇
帝
の
建
文
帝
は
、
よ
う
や
く
義
満
を

日
本
国
王
に
冊さ
く

封ほ
う

（
名
目
的
な
君
臣
の
関
係
に
）
し
た
。
同
時
に
明
の
大
統
暦
が
与
え
ら
れ
て
、
両
国
国

交
は
正
式
に
樹
立
さ
れ
た
。

　
明
国
に
異
変
が
起
こ
る

　

と
こ
ろ
が
、返
礼
の
使
者
を
送
る
前
に
、明
朝
で
は
、応
永
九
年
（1402

）、「
靖せ
い

難な
ん

の
変
」
が
勃
発
し
て
、

皇
帝
は
建
文
帝
か
ら
永
楽
帝
に
変
わ
る
。
そ
こ
で
源
道
義
の
使
者
が
入
貢
し
、
永
楽
帝
は
、
義
満
を
日
本

国
王
に
冊
封
し
た
。

　
朝
貢
貿
易
に
対
し
て
批
判
も

　

遣
唐
使
の
廃
止
以
来
、
独
自
の
政
策
を
採
っ
て
い
た
公
家
社
会
で
は
、
明
皇
帝
の
臣
下
と
な
る
朝
貢
貿

易
に
対
し
て
不
満
や
批
判
も
あ
っ
た
が
、
義
満
の
権
勢
の
前
で
は
公
の
発
言
が
で
き
ず
、
日
記
な
ど
に
記

す
の
み
だ
っ
た
。

　
『
勘
合
貿
易
』
が
始
ま
っ
て

　

応
永
十
一
年
（1404

）
に
、
日
本
国
王
が
明
の
皇
帝
に
朝
貢
す
る
形
式
で
貿
易
が
始
ま
る
。
密
貿
易
と

は
異
な
り
、
正
規
の
貿
易
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
明
の
皇
帝
か
ら
「
勘
合
符
」（
証
明
書
）
が
与

え
ら
れ
た
。
割
り
印
を
そ
れ
ぞ
れ
で
持
ち
、
そ
の
印
が
符
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
し
た
。

　

勘
合
貿
易
は
、
以
後
百
四
十
年
間
も
続
き
、
銅
・
硫
黄
・
刀
剣
・
扇
な
ど
が
輸
出
さ
れ
、
銅
銭
・
生
糸
・

絹
織
物
な
ど
が
輸
入
さ
れ
た
。

　
倭
寇
に
対
し
て
義
満
は
・
・
・

　

明
が
建
国
さ
れ
た
こ
ろ
（1368

年
、
明
朝
の
洪
武
元
年
）、
朝
鮮
半
島
や
中
国
、
大
陸
の
沿
岸
を
襲
い
、

食
料
を
奪
っ
て
人
身
の
略
奪
を
行
う
海
賊
が
活
動
し
て
い
た
。
主
に
日
本
人
だ
が
、
一
部
は
高
麗
人
で
あ

り
、
ま
た
中
国
人
だ
っ
た
。
倭わ

冦こ
う

（
倭
国
は
日
本
の
こ
と
）
と
呼
ば
れ
、
明
朝
か
ら
は
厳
し
い
目
が
注
が

れ
て
い
た
。
義
満
は
、
明
か
ら
要
請
さ
れ
て
倭
寇
を
鎮
圧
し
た
。

 

「
北
山
文
化
」
が
花
開
く

　

義
満
は
、
応
永
四
年
（1397

）、
西
園
寺
家
か
ら
京
都
北
山
の
「
北ほ
く

山さ
ん

弟て
い

」
を
譲
り
受
け
、
舎
利
殿
の

金
閣
を
中
心
と
す
る
山
荘
（「
北
山
第て
い

」
ま
た
は
「
北
山
殿ど
の

」）
を
造
営
し
た
。
応
永
六
年
の
春
以
降
、
義
満

は
こ
の
山
荘
に
移
り
住
み
、
活
動
の
拠
点
と
し
た
。
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鹿ろ
く

苑お
ん

寺じ

は
・
・
・

　

北
山
山
荘
は
義
満
の
死
後
に
寺
院
と
な
り
、
寺
の
名
称
は
開
基
し
た
義
満
の
法
号
・
鹿
苑
院
殿
に
因
む
。

現
在
は
、
臨
済
宗
相
国
寺
派
の
寺
と
し
て
、
京
都
市
北
区
に
在
り
、
相
国
寺
の
山
外
塔
頭
寺
院
と
な
っ
て

い
る
。

　

建
物
の
内
外
に
金
箔
を
貼
っ
た
三
層
の
楼
閣
は
舎
利
殿
（
仏
舎
利

を
安
置
し
た
建
物
）
の
「
金
閣
」
で
、
寺
院
全
体
は
金
閣
寺
と
し
て

知
ら
れ
る
。

　

昭
和
二
十
五
年
（1950
）、
放
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
が
、
昭
和

三
十
年
（1955

）
に
再
建
さ
れ
、
平
成
六
年
（1994

）
に
は
、
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
、「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
の
構
成
資
産
と
し

て
登
録
さ
れ
る
。

　
「
金
閣
」
は
、
第
一
層
が
公
家
の
邸
宅
、
寝
殿
造
の
阿
弥
陀
堂
で
、

蔀し
と

戸み
ど

の
上
げ
下
ろ
し
に
よ
っ
て
屋
内
・
外
を
隔
て
る
。
二
層
は
住

宅
風
（
俗
説
で
は
武
家
造
）
で
、
引
き
戸
に
よ
っ
て
屋
外
に
、
三
層

は
禅
宗
様
の
仏
殿
風
で
仏
舎
利
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

金
閣
を
水
面
に
映
す
鏡き
ょ

湖う
こ

池ち

を
中
心
と
し
て
池
泉
回
遊
式
庭
園
が
広
が
り
、
鏡
湖
池
に
は
葦
原
島
、
鶴

島
、
亀
島
な
ど
の
ほ
か
、
奇
岩
名
石
が
数
多
く
配
さ
れ
て
い
る
。

　

義
満
は
、
絶
大
な
権
威
の
も
と
で
政
治
を
左
右
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
の
文
化
に
新
生
面
を
も

た
ら
し
た
。

　

こ
の
文
化
の
大
き
な
特
徴
は
、
伝
統
的
な
公
家
文
化
と
新
興
の
武
家
文
化
と
の
融
合
と
い
う
こ
と
、
さ

ら
に
は
禅
宗
の
深
い
影
響
や
庶
民
文
化
の
洗
練
と
い
う
こ
と
に
示
さ
れ
、「
北
山
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

軍
記
物
語
と
し
て
、
四
十
巻
の
『
太
平
記
』
が
成
立
し
た
の
は
、1370

年
ご
ろ
と
さ
れ
、
作
者
は
不

詳
だ
が
、幕
府
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
知
識
人
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
難

太
平
記
』
は
今
川
氏
と
足
利
氏
の
歴
史
が
主
た
る
内
容
の
書
で
、
子
孫
宛
て
に
書
か
れ
て
い
て
、
応
永
九

年
（1402

）
の
完
成
と
い
う
。

　

禅
宗
寺
院
の
鎌
倉
五
山
や
京
都
五
山
漢
文
学
の
「
五
山
文
学
」
は
、
詩
文
、
日
記
、
論
説
な
ど
の
分
野

に
ま
で
及
ぶ
。

　

連
歌
の
形
式
が
定
め
ら
れ
、
東
福
寺
の
僧
、
明
兆
は
、
元
・
宋
の
画
法
を
習
得
し
て
、
水
墨
画
を
描
く
。

　

田
楽
、
猿
楽
か
ら
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
親
子
に
よ
っ
て
能
が
大
成
さ
れ
、
ま
た
、
猿
楽
の
滑
稽
味
を
洗

練
さ
せ
た
笑
劇
と
し
て
、
狂
言
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
義
満
や
公
家
の
二
条
良よ
し

基も
と

ら
の
援
護
が
大
き
な
力
と

再建された「鹿苑寺」
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な
っ
た
よ
う
だ
。

　
鎌
倉
府
の
成
立
ち

　

元
弘
三
年
（1333

）、
鎌
倉
政
権
が
崩
壊
し
た
の
ち
、
足
利
尊
氏
と
弟
の
直
義
は
、
将
軍
の
権
力
を
互

い
に
分
担
し
、一
方
が
京
都
に
在
れ
ば
、他
方
は
鎌
倉
に
在
っ
て
、政
権
の
強
化
を
図
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

観
応
の
擾
乱
で
両
者
は
対
立
し
、
薩
埵
山
体
制
を
経
て
、
室
町
幕
府
の
鎌
倉
府
体
制
が
確
立
さ
れ
、
尊
氏

の
子
・
義
詮
が
京
都
の
将
軍
家
を
継
ぐ
と
、
対
す
る
基
氏
の
子
、
氏
満
は
鎌
倉
公
方
家
を
継
承
し
た
。

　
二
代
目
を
継
い
だ
鎌
倉
公
方
は

　
父
・
基
氏
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
嫡
男
の
氏
満
は
、
正
平
二
十
二
年
／
貞じ
ょ

治う
じ

六
年
（1367

）
に
二
代
鎌
倉

公
方
と
な
る
。
た
だ
し
幼
か
っ
た
の
で
、
京
都
か
ら
佐
々
木
道
誉
が
下
向
し
て
引
継
ぎ
の
事
務
を
行
う
。
翌

年
の
始
め
、
武
蔵
平
一
揆
の
乱
が
起
こ
る
と
、
十
才
と
い
う
幼
少
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
軍
勢
を
率
い
て
河
越

に
出
陣
し
た
。
こ
の
と
き
京
都
か
ら
引
き
返
し
た
関
東
管
領
の
上
杉
憲
顕
も
加
わ
っ
て
乱
を
鎮
圧
し
た
。

　

憲
顕
の
死
後
、
そ
の
息
子
・
能
憲
と
甥
の
朝
房
が
関
東
管
領
に
就
任
し
た
の
で
二
人
の
補
佐
を
受
け
る
。

た
だ
し
能
憲
亡
き
後
は
、
能
憲
の
兄
弟
で
関
東
管
領
を
継
い
だ
上
杉
憲
春
と
共
に
宇
都
宮
氏
綱
な
ど
の
諸

勢
力
と
戦
い
、
関
東
に
強
力
な
支
配
権
を
形
成
し
た
。

　
将
軍
家
と
の
対
立
が
起
こ
る

　

た
だ
し
、
天
授
五
年
／
康
暦
元
年
（1379

）、
幕
府
内
部
で
抗
争
が
起
こ
る
（
康
暦
の
政
変
）
と
、
氏
満

は
そ
れ
に
呼
応
す
る
。
将
軍
義
満
に
対
し
て
挙
兵
も
企
て
た
が
、憲
春
が
自
刃
し
て
諌
め
た
の
で
断
念
し
た
。

　
氏
満
は
権
力
の
拡
大
を
謀
り
・
・
・

　

関
東
の
親
幕
府
派
や
南
朝
方
の
武
家
な
ど
を
攻
撃
し
、
新
田
氏
や
北
関
東
の
名
門
の
小
山
氏
な
ど
を

次
々
と
討
伐
し
て
、
上
杉
氏
や
関
東
の
有
力
武
家
た
ち
を
牽
制
し
た
。

　

元
中
九
年
／
明
徳
三
年
（1392

）、
氏
満
は
、
将
軍
義
満
か
ら
陸
奥
・
出
羽
の
統
治
を
任
さ
れ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
鎌
倉
府
の
離
反
を
阻
止
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
義
満
に
対
す

る
氏
満
、
京
都
の
将
軍
家
と
鎌
倉
府
と
の
対
立
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　
三
代
目
の
鎌
倉
公
方
も
・
・
・

　

応
永
五
年
（1398

）、
足
利
満
兼
が
父
・
氏
満
の
死
去
に
よ
っ
て
鎌
倉
公
方
を
継
ぐ
。
父
の
氏
満
と
同

じ
よ
う
に
満
兼
も
将
軍
義
満
か
ら
偏
諱
を
贈
ら
れ
る
間
柄
だ
っ
た
が
、
鎌
倉
と
京
都
の
将
軍
家
と
の
間
に

は
緊
張
関
係
が
続
い
て
い
た
。

　

応
永
六
年
（1399

）、
足
利
義
満
に
対
し
て
、
大
内
義
弘
が
堺
で
挙
兵
（
応
永
の
乱
）
す
る
と
、
満
兼

は
義
弘
に
加
勢
す
る
た
め
鎌
倉
を
発
ち
、
武
蔵
国
府
中
ま
で
進
軍
す
る
。
た
だ
し
こ
の
時
に
も
、
関
東
管
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従
一
位
、
応
永
十
三
年
（1406

）、
右
大
将
を
兼
務
し
た
。
こ
の
急
な
昇
進
に
は
、
公
武
に
強
い
権
力
を

保
持
し
て
い
た
父
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
た
め
で
、し
か
も
足
利
家
の
家
督
は
ま
だ
義
満
の
下
に
在
っ
て
、

政
治
の
実
権
は
全
て
彼
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
。

　
将
軍
と
し
て
公
式
の
活
動
は
・
・
・

　

応
永
七
年
（1400

）
一
月
の
幕
府
評
定
始
か
ら
に
な
る
。
同
九
年
か
ら
将
軍
と
し
て
、
有
力
な
守
護
大

名
の
屋
敷
に
渡
御
し
、
寺
社
に
も
参
詣
し
た
。

　
義
満
と
は
不
仲
だ
っ
た
の
は
何
故
？

　

そ
の
こ
ろ
、
父
・
義
満
は
、
義
持
の
異
母
弟
と
な
る
義よ
し

嗣つ
ぐ

を
偏
愛
し
て
い
た
と
さ
れ
、
成
人
し
た
義
持

と
は
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
。
応
永
十
三
年
（1406

）
に
、
父
か
ら
譴
責
を
受
け
た
と
き
、
慌
て
ふ
た
め

い
た
義
持
は
、
日
野
重し
げ

光み
つ

の
屋
敷
に
逃
げ
込
ん
で
取
り
成
し
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
日
野
家
は
公
家
で
、

重
光
の
姉
に
康
子
（
足
利
義
満
御
台
所
・
北
山
院
）、
子
に
義
資
、
宗
子
（
足
利
義
教
御
台
所
）、
重
子
（
足

利
義
教
側
室
）
ら
が
い
て
、
重
光
は
の
ち
に
、
将
軍
義
勝
・
義
政
兄
弟
の
祖
父
に
な
っ
て
い
る
。

　
名
家
の
家
格
を
も
つ
日
野
家
は

　

藤
原
氏
北
家
の
流
れ
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
公
卿
だ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
、

伏
見
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
十
七
代
の
当
主
の
俊
光
は
権
大
納
言
に
ま
で
昇
任
し
、
日
野
家
の
嫡
流
は
そ
の

領
の
上
杉
憲
定
に
諌
め
ら
れ
、
義
弘
の
敗
死
を
聞
い
て
引
き
返
し
た
。

　
第
四
代
将
軍
は
義
持
に
・
・
・

　
義
満
は
将
軍
職
を
譲
る

　

応
永
元
年
（1394
）、
義
満
が
出
家
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
年
の
十
二
月
、
嫡
男
に
将
軍

の
職
を
譲
る
。

　

四
代
将
軍
と
な
っ
た
義
持
は
、
元
中
三
年
／
至
徳
三
年
（1386

）
に
義
満
の
側
室
・
藤
原
慶よ
し

子こ

を
母
と

し
て
生
ま
れ
、
そ
の
と
き
九
才
だ
っ
た
。
異
母
兄
に
尊そ
ん

満ま
ん

と
そ
の
同
母
弟
の
宝ほ
う

幢ど
う

若じ
ゃ
く

公こ
う

（
早
世
す
る
）
が

い
た
が
、
義
持
は
嫡
子
と
し
て
扱
わ
れ
、
元
服
し
て
直
ち
に
正
五
位
下
左
近
衛
中
将
に
叙
任
さ
れ
る
。
朝

廷
は
、
義
満
の
先
例
に
倣
っ
て
従
五
位
下
に
叙
す
考
え
だ
っ
た
が
、
義
満
が
満
足
し
な
か
っ
た
た
め
詮
議

し
直
し
て
、
摂
関
家
に
準
ず
る
位
を
与
え
た
と
い
う
。

　
義
持
の
官
職
は
急
速
に
上
位
に

　

応
永
二
年
に
は
従
四
位
、
翌
年
に
は
正
四
位
下
、
参
議
を
経
て
、
応
永
四
年
に
は
従
三
位
、
権
中
納
言
、

同
五
年
、
正
三
位
、
さ
ら
に
同
七
年
、
従
二
位
、
応
永
八
年
に
権
大
納
言
、
翌
九
年
、
正
二
位
、
さ
ら
に
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義
満
の
死
後
に
は

　

朝
廷
か
ら
「
鹿
苑
院
太
上
法
皇
」
の
称
号
を
贈
ら
れ
る
が
、
斯
波
義
将
ら
の
反
対
も
あ
っ
て
将
軍
義
持

は
辞
退
す
る
。
一
方
、
明
朝
の
永
楽
帝
は
、
義
満
の
死
の
翌
年
、
日
本
に
弔
問
使
を
遣
わ
し
て
「
恭
献
」

と
い
う
諡
を
送
っ
た
。

　
父
と
折
り
合
い
が
悪
い
義
持
は
・
・
・

　

朝
廷
・
公
家
に
対
し
て
、
ま
た
、
守
護
大
名
を
統
制
す
る
義
満
の
政
策
に
従
わ
ず
、
勘
合
貿
易
を
嫌
っ

て
応
永
十
八
年
（1411

）、
明
の
使
者
を
追
い
返
し
た
の
で
、
明
と
の
交
流
は
停
止
し
た
。

　

な
お
、
義
満
が
造
成
し
て
政
務
の
中
枢
と
し
て
い
た
「
北
山
第
」
は
、
義
母
・
日
野
康
子
の
死
後
、
鹿

苑
寺
（
金
閣
）
を
除
く
す
べ
て
が
義
持
に
よ
っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
。

　
義
嗣
の
生
い
立
ち
を
廻
っ
て

　

義
持
の
異
母
弟
と
な
る
義
嗣
は
、
応
永
元
年
（1394

）
に
生
ま
れ
た
。
母
は
、
側
室
の
春
日
局
、
幼
名

は
鶴
若
丸
。
同
年
、
義
満
は
兄
の
義
持
に
将
軍
職
を
譲
っ
た
の
で
、
嫡
男
以
外
は
出
家
さ
せ
る
と
い
う
慣

例
に
従
っ
て
義
嗣
は
、
梶
井
門
跡
に
入
室
す
る
。
し
か
し
、
応
永
十
五
年
（1408

）
に
定
め
を
破
っ
て
義

嗣
は
還
俗
し
た
。
彼
は
義
満
に
愛
さ
れ
、
北
山
第
に
住
む
こ
と
に
な
る
。

　

同
年
三
月
、
義
嗣
は
元
服
前
の
異
例
の
任
官
に
よ
っ
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
。
次
い
で
後
小
松
天

地
位
を
確
立
し
た
。

　
義
満
は
病
い
に
倒
れ
る

　

応
永
十
五
年
（1408

）
四
月
、
義
満
は
病
魔
に
襲
わ
れ
る
。
医
師
の
治
療
で
快
方
に
向
か
っ
た
が
、
再

び
悪
化
し
た
た
め
、
将
軍
義
持
は
使
い
を
送
っ
て
、
義
満
快
癒
の
祈
祷
を
諸
寺
に
命
じ
た
。
し
か
し
五
月

に
は
危
篤
と
な
り
、
一
度
蘇
生
し
た
が
、
遂
に
死
去
し
た
。
享
年
は
五
十
一
才
（
満
四
十
九
才
）
だ
っ
た
。

　

法
名
は
鹿
苑
院
天
山
道
義
。
等
持
院
で
火
葬
さ
れ
た
義
満
の
遺
骨
は
、相
国
寺
塔
頭
鹿
苑
院
に
葬
ら
れ
た
。

　
死
後
の
家
督
相
続
は
・
・
・

　

既
述
の
よ
う
に
、
公
的
な
将
軍
職
は
す
で
に
義
持
が
継
い
で
い
た
の
で
、
家
督
も
相
続
す
る
筈
だ
が
、

私
的
な
足
利
家
の
家
督
は
義
満
が
保
持
し
て
お
り
、
弟
の
義
嗣
が
義
満
の
偏
愛
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
問

題
と
な
っ
た
。

　

異
例
の
待
遇
を
受
け
て
義
嗣
は
、
元
服
以
前
に
も
関
わ
ら
ず
家
督
相
続
の
有
力
な
候
補
と
し
て
台
頭
し

て
い
た
。
し
か
し
義
満
は
義
嗣
元
服
の
二
日
後
に
病
に
倒
れ
、
数
日
で
危
篤
に
陥
っ
た
た
め
、
後
継
者
を

遺
言
す
る
時
間
は
無
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
宿
し
ゅ
く

老ろ
う

（「
宿
徳
老
成
」
の
人
の
意
味
で
、
経
験
を
積
ん
だ
老
人
を

指
し
、
転
じ
て
古
参
の
臣
や
家
老
な
ど
の
称
と
な
る
）
の
斯
波
義
将
の
主
張
に
よ
っ
て
家
督
相
続
者
は
義
持

に
決
ま
っ
た
。
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鎌
倉
府
の
騒
動
と
異
母
弟
の
義
嗣

　

一
方
、
義
嗣
は
昇
進
を
続
け
て
い
た
が
、
不
和
に
な
っ
て
い
た
相
手
の
義
兄
、
将
軍
義
持
を
打
倒
す
る

こ
と
を
決
心
し
、
伊
勢
国
の
北
畠
氏
と
結
ん
で
挙
兵
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
失
敗
す
る
と
、
鎌
倉
府
の

騒
動
に
与
し
て
争
う
。

　
鎌
倉
公
方
と
関
東
管
領
と
の
騒
動
は

　

応
永
十
六
年
、
三
代
鎌
倉
公
方
の
満
兼
が
三
十
二
才
で
死
去
し
た
た
め
、
子
の
持
氏
（
幼
名
は
幸
王
丸
、

元
服
し
て
、
将
軍
・
足
利
義
持
か
ら
偏
諱
を
受
け
て
持
氏
と
名
乗
る
）
が
四
代
目
の
鎌
倉
公
方
と
な
る
。

　

応
永
二
十
三
年
（1416

）
十
月
、
関
東
の
鎌
倉
府
で
、
義
嗣
の
妾
の
父
と
な
る
前
関
東
管
領
の
上
杉
氏う
じ

憲の
り

（
の
ち
に
出
家
し
て
禅
秀
）
が
、鎌
倉
公
方
の
足
利
持
氏
を
襲
撃
す
る
。「
上
杉
禅
秀
の
乱
」
は
、持
氏
が
、

山
内
上
杉
家
の
当
主
の
憲
基
を
持
氏
が
重
視
し
た
こ
と
が
発
端
と
さ
れ
、
対
立
し
て
い
た
犬
懸
家
上
杉
家

の
氏
憲
が
こ
れ
に
反
逆
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

京
都
の
幕
府
に
は
直
ち
に
注
進
が
届
い
た
。
義
持
は
そ
の
時
参さ
ん

篭ろ
う

（
寺
社
に
篭こ
も

る
）
中
だ
っ
た
が
、
諸

大
名
を
招
集
し
て
、
幕
府
管
轄
地
の
駿
河
に
持
氏
を
退
か
せ
る
こ
と
な
ど
を
決
め
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
足
利
義
嗣
が
京
都
か
ら
出
奔
し
て
、
山
城
高
雄
に
遁
世
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
の

で
、
十
一
月
、
義
持
は
使
者
を
派
遣
し
て
義
嗣
に
帰
宅
を
促
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
出
家
を
望
み
、
こ
れ

皇
が
北
山
第
に
行
幸
し
た
際
に
天
盃
を
下
賜
さ
れ
、
正
五
位
下
左
馬
頭
に
、
さ
ら
に
同
月
従
四
位
下
に
叙

せ
ら
れ
て
、
左
近
衛
中
将
に
昇
任
し
た
。
同
年
四
月
、
宮
中
で
内
大
臣
が
加
冠
す
る
親
王
並
の
形
式
で
元

服
し
、
従
三
位
参
議
と
な
る
。

　

た
だ
し
、
五
月
に
義
満
が
死
去
す
る
と
、
兄
の
義
持
に
よ
っ
て
、
生
母
春
日
局
と
と
も
に
義
嗣
は
北
山

第
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
だ
が
、
同
年
七
月
に
は
権
中
納
言
に
任
官
し
、
翌
応
永
十
六
年
（1409

）
に
は
正

三
位
、
さ
ら
に
翌
々
年
に
は
従
二
位
、
権
大
納
言
、
応
永
二
十
一
年
（1414

）、
正
二
位
に
叙
せ
ら
れ
る
。

　
義
持
は
独
自
の
政
策
を
行
う
・
・
・

応
永
十
六
年
（1409

）、右
近
衛
大
将
は
兼
任
し
た
義
持
は
、如
元
（
元

の
如
し
）
の
ま
ま
内
大
臣
に
転
任
す
る
。

　

義
満
に
仕
え
、
後
を
継
い
だ
義
持
を
も
補
佐
し
て
き
た
宿
老
の
斯

波
義
将
が
、
同
十
七
年
に
亡
く
な
る
と
、
そ
の
子
の
義
重
、
孫
の
義

淳
は
つ
づ
い
て
管
領
を
解
任
さ
れ
、
斯
波
氏
の
力
は
下
降
し
た
。
代

わ
っ
て
、
畠
山
満
家
が
後
任
の
管
領
に
就
任
す
る
と
、
将
軍
義
持
は

独
自
の
幕
政
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
。

足利義持肖像（神護寺蔵）
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が
当
た
る
。
初
代
は
足
利
尊
氏
の
子
、
基
氏
で
、
歴
史
的
な
用
語
と
し
て
は
、「
鎌
倉
公
方
」
と
い
う
呼

び
方
が
定
着
す
る
。

　
「
関
東
管
領
」
と
言
う
役
職
は
・
・
・

　

当
時
、
幼
な
い
基
氏
を
補
佐
し
た
執
事
の
一
人
と
し
て
上
杉
憲
顕
が
い
た
。
後
に
「
関
東
管
領
」
と
呼

ば
れ
、
上
杉
氏
の
子
孫
が
代
々
後
を
継
い
だ
。

　

応
永
十
六
年
（1409

）
に
三
代
鎌
倉
公
方
の
足
利
満
兼
が
死
去
す
る
と
、
満
兼
の
子
の
持
氏
が
新
公
方

と
な
り
、
こ
の
と
き
、
関
東
管
領
の
地
位
に
在
っ
た
の
は
山
内
上
杉
家
の
憲
定
（
初
代
、
九
代
、
十
一
代

を
務
め
た
憲
顕
か
ら
八
番
目
）
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
応
永
十
八
年
に
上
杉
憲
定
が
失
脚
す
る
と
、
山
内
上
杉
家
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
犬
懸

上
杉
家
の
氏う
じ

憲の
り

が
関
東
管
領
に
就
任
す
る
。

　
犬
懸
・
山
内
両
上
杉
家
の
葛
藤

　

若
年
で
鎌
倉
公
方
と
な
っ
た
足
利
持
氏
は
、
犬
懸
上
杉
家
の
氏
憲
に
補
佐
さ
れ
て
い
た
が
、
応
永

二
十
二
年
（1415

）
四
月
の
評
定
で
持
氏
が
氏
憲
と
対
立
す
る
。
五
月
に
氏
憲
は
関
東
管
領
を
更
迭
さ
れ

て
、
山
内
上
杉
家
の
上
杉
憲の
り

基も
と

（
憲
定
の
子
）
が
後
任
の
管
領
と
な
っ
た
。

に
応
じ
な
か
っ
た
。

　
上
杉
家
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
・
・
・

　

名
門
の
上
杉
家
は
、
関
東
管
領
の
職
を
廻
っ
て
二
つ
の
分
流
が
争
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本

題
に
入
る
前
に
、
上
杉
家
の
源
流
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　

京
都
の
中
級
公
家
の
家
柄
だ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
の
中
頃
、
丹
波
国
何
鹿
郡
上う
え
す

杉ぎ
の

荘し
ょ
う（

現
在
の
京
都
府

綾
部
市
上
杉
町
周
辺
）を
領
し
て
上
杉
氏
を
称
し
た
。初
代
上
杉
重
房
は
、鎌
倉
幕
府
の
征
夷
大
将
軍
と
な
っ

た
宗
尊
親
王
に
従
っ
て
鎌
倉
に
下
向
す
る
。
後
に
足
利
氏
の
姻
戚
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

　

初
代
関
東
管
領
と
な
っ
た
上
杉
憲
顕
は
、
上
杉
憲
房
の
子
で
、
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
母
清
子
は
、

憲
房
の
妹
な
の
で
、
憲
顕
と
尊
氏
・
直
義
と
は
従
兄
弟
の
関
係
と
な
る
。

　

山
内
上
杉
家
を
嫡
流
と
し
て
、
一
族
か
ら 
犬
懸
、
宅
間
、
扇
谷
の
諸
家
が
出
た
（
家
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
屋
敷
の
あ
っ
た
鎌
倉
近
郊
の
地
名
に
由
来
す
る
）。

　
鎌
倉
府
が
設
置
さ
れ
て
・
・
・

　

室
町
幕
府
の
出
先
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
鎌
倉
府
の
長
官
と
し
て
、「
鎌
倉
殿
」（
ま
た
は「
鎌
倉
御
所
」）



1718

　
犬
懸
上
杉
の
氏
憲
は
・
・
・

　

す
る
と
、
翌
応
永
二
十
三
年
、
足
利
氏
満
（
第
二
代
鎌
倉
公
方
）
の
三
男
、
満み
つ

隆た
か

と
、
足
利
満
兼
（
第

三
代
鎌
倉
公
方
）
の
子
、
持
仲
ら
と
諮
り
、
地
方
の
国
人
衆
を
加
え
て
反
乱
を
起
こ
す
。
四
代
目
の
鎌
倉

公
方
と
な
っ
た
、
若
い
持
氏
に
代
わ
り
、
鎌
倉
府
の
実
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
十
月
、
二
代
目
の
鎌
倉
公
方
、
満
兼
の
弟
と
な
る
満
隆
が
挙
兵
し
、
氏
憲
と
共
に
持
氏
・
憲
基
の

拘
束
に
向
か
う
。
だ
が
、持
氏
ら
は
家
臣
に
連
れ
ら
れ
て
す
で
に
脱
出
し
て
い
た
の
で
（『
鎌
倉
大
草
紙
』）、

氏
憲
と
満
隆
は
鎌
倉
を
制
圧
下
に
置
く
。

　

こ
の
と
き
、
将
軍
・
義
持
は
救
援
に
乗
り
出
し
て
、
満
隆
・
氏
憲
の
討
伐
に
向
か
い
、
翌
応
永
二
十
四

年
（1417

）、
氏
憲
軍
の
間
隙
を
突
い
て
、
今
川
の
軍
が
相
模
に
侵
攻
す
る
。
敗
れ
た
氏
憲
・
満
隆
、
持

仲
ら
は
鎌
倉
雪
ノ
下
で
自
害
し
て
果
て
、「
上
杉
禅
秀
の
乱
」
は
こ
こ
に
収
束
し
た
。

　
義
嗣
は
亡
く
な
っ
た
が
・
・
・

　

こ
の
乱
は
応
永
二
十
四
年
（1417

）、
幕
府
の
支
援
を
得
た
持
氏
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

鎮
圧
後
の
翌
年
、
義
嗣
に
与
力
し
た
と
し
て
重
臣
た
ち
に
嫌
疑
が
か
か
り
、
首
謀
者
と
目
さ
れ
た
義
嗣
は
、

翌
年
の
一
月
、
義
持
の
密
命
を
受
け
た
側
近
の
富
樫
満
成
に
誅
殺
さ
れ
る
。
享
年
二
十
五
才
、
た
だ
し
遺

子
（
嗣
子
）
の
嗣つ
ぐ

俊と
し

は
越
前
に
下
り
、
鞍く
ら

谷た
に

公
方
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

義
嗣
は
容
姿
端
麗
で
才
気
が
あ
り
、
笙
の
演
奏
で
は
天
才
的
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
義
嗣
の
異
例
の

昇
進
を
見
て
、
義
満
が
義
嗣
を
後
継
者
と
考
え
て
い
る
と
予
測
し
た
武
将
や
公
家
も
多
か
っ
た
。
義
嗣
を

打
ち
止
め
た
富
樫
満
成
は
諸
大
名
の
反
発
も
買
う
よ
う
に
な
り
、
管
領
の
畠
山
満
家
に
殺
害
さ
れ
る
。

　
鎌
倉
府
と
の
葛
藤
は
・
・
・

　

将
軍
義
持
は
、
鎌
倉
公
方
を
援
護
し
て
禅
秀
の
乱
を
終
結
さ
せ
た
が
、
持
氏
の
戦
後
の
処
置
を
巡
り
、

彼
と
の
対
立
に
転
ず
る
。

　

持
氏
は
反
乱
軍
に
与
し
た
諸
大
名
を
許
さ
ず
、
討
伐
に
専
心
し
て
禅
秀
の
縁
者
を
追
討
し
て
処
刑
し
た

た
め
、
各
国
の
諸
大
名
は
勿
論
、
義
持
と
の
間
に
も
大
き
な
溝
が
生
ま
れ
る
。

　

将
軍
義
持
は
、
持
氏
の
強
硬
な
戦
後
処
理
に
怒
っ
て
、
応
永
三
十
年
（1423

）、
武
蔵
の
国
人
た
ち
に

対
し
て
、持
氏
を
討
伐
せ
よ
と
の
命
令
を
出
し
た
。
持
氏
は
追
い
詰
め
ら
れ
、翌
年
始
め
、起
請
文
を
送
っ

て
義
持
に
謝
罪
す
る
。
両
府
は
和
睦
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
和
解
し
た
。

　
義
持
は
隠
居
し
て
出
家
す
る
・
・
・

　

応
永
三
十
年
（1423

）
三
月
、義
持
は
嫡
子
の
義よ
し

量か
ず

に
将
軍
の
職
を
譲
り
、翌
四
月
、等
持
院
で
出
家
し
、

法
号
を
道ど
う

詮せ
ん

と
号
し
た
。
出
家
の
理
由
は
、
自
由
の
身
と
な
っ
て
、
か
つ
て
の
父
・
義
満
の
よ
う
な
活
発

な
政
治
活
動
を
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
深
く
信
仰
し
て
い
る
禅
の
奥
義
を
極
め
る
た
め
だ
っ
た
、
と
も
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い
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、義
持
は
正
室
や
義
量
ら
を
伴
い
な
が
ら
頻
繁
に
寺
社
へ
の
参
詣
を
繰
り
返
し
た
。

た
だ
し
、
守
護
大
名
や
側
近
、
公
家
ら
の
屋
敷
に
渡
御
し
、
義
持
は
、
有
力
な
守
護
を
従
え
て
、
幕
政
の

実
権
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。

　
嫡
男
の
義
量
は
・
・
・

　

日
野
家
（
名
家
の
家
格
を
も
つ
家
柄
）
の
資
康
の
娘
で
、
義
持
の
正
室
だ
っ
た
栄
子
を
母
と
し
て
、
応

永
十
四
年
（1407
）
に
生
ま
れ
た
。
応
永
二
十
四
年
、
義
持
の
加
冠
で
元
服
し
、
正
五
位
下
右
近
衛
中
将

に
任
ぜ
ら
れ
る
。
義
持
に
寵
愛
さ
れ
、
参
詣
や
参
籠
、
遊
覧
の
折
り
に
は
、
い
つ
も
義
量
が
同
行
し
て
い

た
と
い
う
。
同
三
十
年
に 
将
軍
職
を
譲
ら
れ
て
、
五
代
将
軍
に
就
任
し
た
と
き
に
は
十
七
才
、
父
・
義

持
は
三
十
八
才
だ
っ
た
。

　
し
か
し
義
量
は
早
世
す
る

　

義
量
は
生
来
か
ら
病
弱
で
、
飲
酒
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
健
康
を
悪
化
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
父
か

ら
戒
め
ら
れ
、
近
臣
は
義
量
に
酒
を
勧
め
な
い
よ
う
に
、
と
申
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
幕
政
に
お

い
て
は
、
隠
居
し
て
い
た
義
持
や
有
力
管
領
ら
が
幕
政
に
力
を
も
ち
、
実
権
は
無
い
に
等
し
か
っ
た
。

　

様
々
の
治
療
や
祈
祷
を
受
け
た
が
、
応
永
三
十
二
年
（1425

）、
父
に
先
立
っ
て
急
死
し
た
。
享
年

十
九
才
（
満
十
七
才
）。

　

義
量
に
ま
だ
子
は
無
く
、
父
に
も
他

に
男
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
義
持
は

将
軍
代
行
と
し
て
、
政
務
を
執
る
こ
と

に
な
る
。

　
義
持
の
最
期
は
・
・
・

　

応
永
三
十
五
年
の
一
月
、
義
持
は
三

条
八
幡
に
例
年
通
り
に
参
詣
し
、
管
領

の
畠
山
満
家
の
屋
敷
に
渡
御
し
て
正
月

を
祝
っ
た
。
し
か
し
、
発
熱
し
た
の
で
、

室
町
殿
に
参
賀
し
た
僧
侶
が
加
持
祈
祷

を
行
な
っ
た
。
醍
醐
寺
の
僧
、
大
僧
正

の
三
宝
院
満
済
（
ま
ん
さ
い
／
ま
ん
ぜ
い
）

は
義
持
に
謁
見
し
、
病
状
が
重
い
こ
と

を
知
る
。

関東管領上杉氏の系譜
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元
号

西
暦

主
な
出
来
事

13981403140814131418 1411 140114141416 1399140014021404140514061407140914101412141514171419 13951397

応
永
４
年

1396

応
永
２
年

応
永
３
年

14201422 1421

応
永
７
年

応
永
８
年

応
永
９
年

応
永
10
年

応
永
11
年

応
永
12
年

応
永
13
年

応
永
14
年

応
永
15
年

応
永
16
年

応
永
17
年

応
永
18
年

応
永
５
年

応
永
６
年

応
永
19
年

応
永
20
年

応
永
21
年

応
永
22
年

応
永
23
年

応
永
24
年

応
永
25
年

応
永
26
年

応
永
27
年

応
永
28
年

応
永
29
年

応
永
30
年

応
永
31
年

1424 1423

将軍義量
三
代
足
利
義
満 

薨
去

足
利
義
満 
権
大
納
言
に
転
任

足
利
義
量 

五
代
征
夷
大
将
軍
宣
下

足
利
義
持 

四
代
征
夷
大
将
軍
辞
職
の
の
ち
出
家

足
利
義
量 

元
服
し
義
量
と
名
乗
る
。
右
近
衛
中
将
に

任
官
、
昇
殿
を
許
さ
れ
る

足
利
義
量 

参
議
に
補
任
。
右
近
衛
中
将
美
作
権
守

兼
任
如
元

金
閣
寺
（
鹿ろ

く

苑お
ん

寺じ

）
が
創
建
さ
れ
る

義
満
は
、博
多
の
商
人
肥
富
と
僧
の
祖
阿
を
明
に
派
遣

『
勘
合
貿
易
』
が
始
ま
る

足 利 義 持

年表 : 足利政権の確立 （１）　三代将軍・義満から四代将軍の義持へ

足
利
満
兼
は
三
代
目
の
鎌
倉
公
方
を
継
ぐ

上
杉
憲
定
は
十
八
代
目
の
関
東
管
領
と
な
る

足
利
持
氏
は
四
代
目
の
鎌
倉
公
方
と
な
る

上
杉
氏
憲
（
禅
秀
）
は
十
九
代
・
関
東
管
領
と
な
る

上
杉
憲
基
は
二
十
代
目
の
関
東
管
領
と
な
る

上
杉
憲
実
が
二
十
一
代
目
の
関
東
管
領
と
な
る

四
代
将
軍
の
持
氏
は
公
式
の
活
動
を
始
め
る

畠
山
満
家
が
幕
府
の
幕
府
管
領
に

「
上
杉
禅
秀
の
乱
」
が
起
こ
る
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享
徳
３
年

元
号

西
暦

主
な
出
来
事

14281433143814431448 1441 143114441446 1429143014321434143514361437143914401442144514471449 14251427

応
永
34
年

1426

応
永
32
年

応
永
33
年

14501452 1451

永
享
元
年

永
享
２
年

永
享
３
年

永
享
４
年

永
享
５
年

永
享
６
年

永
享
７
年

永
享
８
年

永
享
９
年

永
享
10
年

永
享
11
年

正
長
元
年

永
享
12
年

嘉
吉
元
年

嘉
吉
２
年

嘉
吉
３
年

文
安
元
年

文
安
２
年

文
安
３
年

文
安
４
年

文
安
５
年

享
徳
２
年

宝
徳
元
年

1454 1453

宝
徳
２
年

宝
徳
３
年

享
徳
元
年

将軍義量義 教義勝義 政
足
利
義
持 

薨
去
。
義
教 

左
馬
頭
に
任
官
。

足
利
義
量 

卒
去

足
利
義
教
が
暗
殺
さ
れ
る
。
幕
府
方
討
伐
軍
に
敗
れ

赤
松
氏
は
滅
亡
す
る
（
嘉
吉
の
乱
）

足
利
義
勝 

卒
去
。
享
年
10
（
満
９
歳
没
）。
在
任

わ
ず
か
８
ヶ
月
。

足
利
義
教 

元
服
。
参
議
に
補
任
し
、
左
近
衛
中
将

を
兼
任
、
六
代
征
夷
大
将
軍
宣
下
。
義
教
に
改
名
。

足
利
義
教 
内
大
臣
に
転
任
。
右
近
衛
大
将
兼
任
如

元
。
左
大
臣
に
転
任
。
右
近
衛
大
将
兼
任
如
元
。

足
利
義
勝 

元
服
し
、
義
勝
を
名
乗
る
。
七
代
征
夷

大
将
軍
宣
下
。

足
利
義
政
に
八
代
征
夷
大
将
軍
宣
下
。

幕
府
か
ら
、
鎌
倉
府
再
興
が
承
認
さ
れ
る
。

足
利
義
政
は
権
大
納
言
に
転
任
。
四
月
、
扇
谷
上
杉

家
宰
の
太
田
資
清
が
成
氏
を
襲
撃
（
江
の
島
合
戦
）。

将
軍
・
義
教
が
鎌
倉
公
方
・
持
氏
の
討
伐
を
命
じ
た（
永

享
の
乱
）。

年表： 足利政権の確立 （２）　四代将軍の義持から六代将軍の義政へ

結
城
合
戦
が
起
こ
る

上
杉
憲
忠
が
二
十
二
代
目
の
関
東
管
領
に
、
ま
た
、

足
利
成
氏
は
第
五
代
鎌
倉
公
方
に
（
文
安
５
年
か
？
）

十
二
月
に
、
成
氏
は
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
を
御
所
に

呼
び
寄
せ
て
謀
殺
す
る
。
享
徳
の
乱
へ
。

室
町
幕
府
の
管
領
が
、
畠
山
持
国
か
ら
細
川
勝
元
に
。

和
睦
が
壊
れ
て
将
軍
義
教
は
比
叡
山
一
帯
を
包
囲

延
暦
寺
と
の
抗
争
始
ま
る

延
暦
寺
の
根
本
中
堂
に
火
を
か
け
、
山
徒
が
焼
身

自
殺
す
る

持
氏
は
自
害
し
、
鎌
倉
府
は
滅
亡
す
る



2728

　

義
満
と
そ
の
子
、
義
持
の
信
任
が
厚
く
、
内
政
・
外
交
な
ど
の
幕
政
に
深
く
関
与
し
て
、
義
満
か
ら
は

偏
諱
の
授
与
を
受
け
て
い
た
満
済
は
、
死
期
を
悟
っ
た
義
持
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
。
そ
の
折
り
に
、「
い

ま
死
去
し
て
も
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

　
後
継
者
を
重
臣
に
任
せ
る

　

義
持
が
危
険
な
状
態
と
な
っ
て
、
管
領
の
畠
山
満
家
を
は
じ
め
、
斯
波
義
淳
、
細
川
持
元
、
畠
山
満
慶

ら
は
慌
て
ふ
た
め
き
、
満
済
の
下
に
集
合
し
て
後
継
者
の
選
定
を
話
し
合
っ
た
。
そ
し
て
満
済
が
義
持
に

後
継
者
の
意
向
を
聞
い
た
が
、「
上
（
義
持
）
と
し
て
は
定
め
ら
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
た
。

　

後
継
者
を
幕
府
の
重
臣
に
任
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
、
重
臣
た
ち
は
義
持
の
意
向
に
つ
い
て
評

議
し
た
結
果
、
義
持
の
弟
四
人
の
籤
引
き
で
定
め
る
こ
と
を
決
め
た
。
義
持
は
自
分
の
死
後
に
籤
を
引
く

よ
う
に
と
述
べ
た
が
、
重
臣
た
ち
は
「
御
没
後
に
は
神
前
に
お
い
て
左
右
無
く
こ
の
御
籤
取
り
が
た
か
る

べ
し
」
と
し
て
、
予
め
神
前
で
籤
を
引
き
、
義
持
の
死
後
に
開
封
す
る
こ
と
を
決
め
る
。

　

義
持
は
一
月
十
八
日
、危
篤
と
な
っ
て
死
去
す
る（
享
年
四
十
五
才
）。将
軍
在
職
は
二
十
八
年
に
及
ん
だ
。

石
清
水
八
幡
宮
で
籤
が
引
か
れ
て
、
つ
ぎ
の
将
軍
職
は
同
母
弟
の
義よ
し

教の
り

（
当
時
は
僧
職
の｢

義ぎ

圓え
ん

」）
が
継

ぐ
こ
と
と
な
り
、
義
持
の
遺
体
は
等
持
院
に
移
さ
れ
た
。

　
将
軍
義
持
は
文
化
人
だ
っ
た

　

信
心
深
く
、
多
く
の
寺
社
に
参
詣
・
参
籠
し
、
特
に
禅
文
化
に
心
酔
し
て
い
た
。
当
時
第
一
級
の
知
識

人
で
、
武
将
を
は
じ
め
、
京
都
五
山
の
禅
僧
が
参
集
し
て
文
化
サ
ロ
ン
が
形
成
さ
れ
、
水
墨
画
が
発
展
し

た
。
自
分
自
身
も
画
技
に
も
親
し
み
、
素
人
離
れ
し
た
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

芸
能
に
お
い
て
は
、
特
に
田
楽
を
好
み
増
阿
弥
を
贔
屓
し
た
。
父
・
義
満
が
好
ん
だ
猿
楽
能
に
は
冷
淡

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
猿
楽
能
に
つ
い
て
も
義
満
以
上
の
鑑
賞
眼
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
和

歌
や
連
歌
の
教
養
も
も
っ
て
い
て
、
朝
廷
で
開
か
れ
た
連
歌
会
や
和
歌
会
に
は
し
ば
し
ば
参
列
し
た
。

　
次
の
将
軍
は
籤
引
き
で
・
・
・

　

義
教
は
、
応
永
元
年
（1394

）、
義
満
の
三
男
（
義
持
、
義
嗣
の
弟
）
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
は
春
寅
、

母
は
側
室
の
藤
原
慶
子
で
、
将
軍
・
義
持
の
同
母
弟
と
な
る
。
応
永
十
年
（1403

）、
青
蓮
院
に
入
室
し
、

同
十
五
年
に
は
得
度
し
て
門
跡
と
な
り
、
義
圓
（
義
円
）
と
名
乗
っ
た
。
同
じ
日
に
異
母
弟
の
義
嗣
は
従

五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
、
義
満
の
後
継
候
補
か
ら
は
外
れ
る
。
同
二
十
六
年
に
天
台
座
主
と
な
り
、
逸
材
と

し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
。
そ
の
後
大
僧
正
を
も
務
め
た
。
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後
継
に
決
ま
っ
た
僧
職
の
義
圓
は

　

何
度
か
辞
退
し
た
が
、
重
臣
た
ち
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
応
諾
し
た
。
同
日
、
青
蓮
院
を
退
出
し
て
裏

松
（
日
野
義
資
）
邸
に
移
る
。
公
家
の
日
野
義よ
し

資す
け

は
藤
原
北
家
日
野
流
の
一
家
裏
松
家
当
主
で
、
将
軍
義

満
の
正
室
、日
野
康
子
の
甥
で
、義
満
か
ら
は
偏
諱
と
し
て
「
義
」
の
字
を
与
え
ら
れ
、厚
遇
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
時
、
後
小
松
上
皇
・
称
光
天
皇
は
、
共
に
日
野
資
教
（
有
光
の
父
で
義
資
の
大
伯
父
に
あ
た
る
）
を

勅
使
と
し
て
遣
わ
し
、
義
圓
の
相
続
を
賀
し
た
と
い
う
。

　
還
俗
し
て
将
軍
に
・
・
・

　

権
力
の
空
白
状
態
を
埋
め
る
べ
く
、
幕
府
の
首
脳
部
は
一
日
も
早
く
将
軍
に
就
任
す
る
こ
と
を
望
ん
だ

が
、
義
圓
は
元
服
前
に
出
家
し
た
た
め
、
無
位
無
官
だ
っ
た
。
同
年
三
月
、
還
俗
し
た
義
圓
は
義よ
し

宣の
ぶ

と
名

乗
り
、
従
五
位
下
左
馬
頭
に
叙
任
さ
れ
て
、
従
四
位
に
昇
任
す
る
。

　
急
遽
、
正
室
が
選
ば
れ
る

　

僧
侶
で
あ
っ
た
義
教
は
妻
帯
し
て
お
ら
ず
、
直
ち
に
正
室
を
立
て
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
義
持
の

正
室
日
野
栄
子
が
甥
の
日
野
義
資
（
重
光
嫡
男
）
と
図
っ
て
正
室
と
し
て
嫁
が
せ
た
の
は
、
義
資
の
妹
で
、

栄
子
の
姪
に
当
た
る
宗
子
だ
っ
た
。

　

還
俗
か
ら
一
ヶ
月
も
経
た
な
い
応
永
三
十
五
年
（1428

）
閏
三
月
、
正
式
に
御
台
所
と
定
め
ら
れ
、
つ

い
で
正
長
元
年
（
改
元
さ
れ
て
）
六
月
に
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
翌
年
の
永
享
元
年
（1429

）
三
月
に

は
女
子
を
出
産
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
婚
姻
は
、
義
教
の
後
見
人
で
あ
る
日
野
栄
子
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
、
夫
婦

仲
は
良
く
な
か
っ
た
。
義
教
は
次
第
に
側
室
の
正
親
町
三
条
尹
子
に
心
を
移
し
て
い
く
。

　

義
宣
の
配
慮
で
天
皇
が
即
位
す
る

　

同
年
、
正
長
元
年
（
四
月
改
元
）
の
七
月
、
称
光
天
皇
が
危
篤
に

陥
い
る
と
、
義
宣
は
密
か
に
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
皇
子
・
彦
仁
王
を

伏
見
宮
御
所
か
ら
京
都
に
移
し
て
、
後
小
松
上
皇
に
後
継
者
を
決
め

る
よ
う
に
要
請
す
る
。上
皇
は
彦
仁
王
を
後
継
と
す
る
意
向
を
伝
え
、

義
宣
の
配
慮
を
受
け
て
彦
仁
王
は
即
位
す
る
（
後
花
園
天
皇
）。

　

翌
年
、
義
宣
は
義
教
と
改
名
し
、
参
議
近
衛
中
将
に
昇
任
さ
れ
て
、

征
夷
大
将
軍
の
宣
下
を
受
け
る
。
な
お
、
改
名
の
理
由
は
「
義よ
し
の
ぶ宣

」

が
「
世
忍
ぶ
」
に
通
じ
る
と
い
う
俗
難
（
世
間
か
ら
の
非
難
）
が
あ
っ

て
不
快
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
。

足利義教像（妙興寺蔵）
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幕
府
の
権
威
復
興
に
向
か
っ
て
・
・
・

　

将
軍
に
就
任
し
た
義
教
の
目
標
は
、前
将
軍
の
治
世
の
間
に
低
下
し
た
政
権
の
権
威
を
復
興
す
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
範
を
父
・
義
満
に
求
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
前
述
の
称
光
天
皇
死
後
の
皇
位
継
承
に
関
わ
っ
た

こ
と
も
そ
の
一
端
だ
が
、
後
花
園
天
皇
の
新
続
古
今
和
歌
集
も
義
教
の
執
奏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
僧
正
の
三
宝
院
満
済
を
政
治
顧
問
と
し
て
、
儀
礼
形
式
や
訴
訟
手
続
き
な
ど
を
義
満
時
代
の
も
の
に

復
活
し
、
身
分
・
家
柄
が
固
定
化
さ
れ
た
評
定
衆
・
引
付
に
代
わ
っ
て
、
将
軍
自
ら
が
主
宰
し
て
指
名
す

る
御
前
沙
汰
を
協
議
機
関
と
す
る
こ
と
、
管
領
を
経
由
し
て
行
な
っ
て
き
た
諸
大
名
へ
の
諮
問
を
、
将
軍

自
ら
が
直
接
行
な
う
な
ど
の
管
領
の
権
限
を
抑
制
す
る
方
策
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
義
満
と
同
様
に
、
自

か
ら
駿
河
国
に
下
向
し
、
富
士
山
の
遊
覧
を
行
な
っ
た
。

　
勘
合
貿
易
の
復
活
す
る
な
ど
・
・
・

　

財
政
政
策
で
は
、
義
持
の
時
代
に
中
断
し
た
「
勘
合
貿
易
」
を
、
永
享
四
年
（1432

）
に
再
開
さ
せ
、

自
ら
兵
庫
に
赴
い
て
遣
明
船
を
視
察
し
た
。

　

幕
府
権
力
の
強
化
に
つ
と
め
、
ま
た
社
寺
勢
力
へ
の
介
入
を
積
極
的
に
行
な
う
。
将
軍
直
轄
の
奉
公
衆

の
整
備
に
よ
る
軍
制
改
革
を
行
い
、
腹
心
を
九
州
探
題
と
し
て
九
州
を
支
配
下
に
置
い
た
。

歴代の足利将軍と鎌倉公方、堀越、古河公方
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延
暦
寺
と
の
抗
争

　

永
享
五
年
（1433

）、
延
暦
寺
山
徒
と
争
っ
て
比
叡
山
を
包
囲
し
た
。
翌
年
、
和
睦
が
成
立
し
て
、
義

教
は
軍
を
引
い
た
が
、
同
七
年
（1435

）、
延
暦
寺
の
山
徒
は
義
教
の
施
策
に
怒
っ
て
抗
議
し
、
根
本
中

堂
に
火
を
か
け
て
山
徒
が
焼
身
自
殺
し
た
。
こ
の
と
き
炎
は
京
の
都
か
ら
も
見
え
、世
情
は
騒
然
と
な
る
。

　
永
享
の
乱
が
勃
発
す
る

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
応
永
二
十
四
年
（1417

）
将
軍
義
持
は
、
鎌
倉
公
方
の
持
氏
を
援
護
し
て
禅
秀
の

乱
を
終
結
さ
せ
た
が
、
彼
の
戦
後
の
処
置
を
巡
っ
て
幕
府
と
鎌
倉
府
は
対
立
に
転
じ
た
。

　

応
永
三
十
五
年
（1428
）
に
将
軍
・
義
持
が
亡
く
な
る
と
、
後
継
の
候
補
者
だ
っ
た
弟
た
ち
が
す
べ
て

僧
籍
に
在
っ
た
の
で
、
鎌
倉
公
方
の
足
利
持
氏
は
、
自
分
は
僧
籍
に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
義
持

の
没
後
、将
軍
に
就
任
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
将
軍
の
後
継
者
と
な
っ
た
義
教
を
「
還
俗
将
軍
」

と
呼
ん
で
恨
ん
で
い
た
。

　

永
享
十
年
（1438

）、
足
利
持
氏
は
、
嫡
子
義
久
が
元
服
す
る
と
き
、
将
軍
義
教
を
無
視
し
て
勝
手
に

名
前
を
つ
け
た
（
当
時
は
慣
例
と
し
て
、
将
軍
か
ら
一
字
〈
諱
の
二
文
字
目
、
通
字
の｢

義｣

で
な
い
方
〉
を

拝
領
し
て
い
た
）
の
で
、
幕
府
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
一
触
即
発
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
持
氏
を
し
ば
し

ば
諌
め
て
い
た
関
東
管
領
の
上
杉
憲
実
が
持
氏
か
ら
疎
ま
れ
、
身
の
危
険
を
感
じ
て
領
国
の
上
野
に
逃
亡

し
た
の
で
、
彼
は
持
氏
の
討
伐
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
鎌
倉
府
は
消
滅
す
る

　

こ
れ
を
好
機
と
見
た
将
軍
義
教
は
憲
実
と
結
び
、
関
東
の
諸
大
名
に
対
し
て
持
氏
の
包
囲
網
を
結
成
さ

せ
る
。
さ
ら
に
持
氏
討
伐
の
勅
令
を
得
て
朝
敵
に
認
定
し
、
同
十
一
年
に
は
関
東
を
討
伐
す
る
。
持
氏
は

敗
れ
て
恭
順
の
姿
勢
を
示
し
、
一
方
憲
実
も
助
命
を
嘆
願
し
た
が
義
教
は
許
さ
ず
、
止
む
無
く
憲
実
は
鎌

倉
の
永
安
寺
で
持
氏
ら
を
討
ち
、
一
族
は
自
害
し
て
鎌
倉
府
は
滅
亡
し
た
。

　

義
教
は
関
東
に
勢
力
を
広
げ
る
た
め
、
実
子
を
新
し
い
鎌
倉
公
方
と
し
て
下
向
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

こ
れ
は
上
杉
氏
の
反
対
に
あ
っ
て
頓
挫
す
る
。

　
結
城
合
戦
が
起
こ
る

　

永
享
十
二
年
（1440

）、
鎌
倉
府
か
ら
逃
亡
し
て
い
た
持
氏
の
遺
児
、
安
王
丸
・
春
王
丸
の
兄
弟
が
、

持
氏
の
残
党
や
下
総
の
結
城
氏
朝
・
持
朝
父
子
結
城
氏
朝
に
担
が
れ
て
叛
乱
を
起
こ
す
。

　

義
教
は
隠
居
し
て
い
た
憲
実
に
討
伐
を
命
じ
た
が
、
関
東
諸
将
の
頑
強
な
反
抗
に
遭
う
。
力
攻
め
か
ら

兵
糧
攻
め
に
切
り
替
え
て
、
翌
年
の
嘉
吉
元
年
（1441

）
四
月
に
鎮
圧
し
、
春
王
・
安
王
は
京
へ
の
護
送

途
中
で
斬
ら
れ
た
。
結
城
合
戦
は
永
享
の
乱
の
延
長
線
上
の
出
来
事
だ
が
、
そ
の
規
模
は
永
享
の
乱
よ
り

も
大
き
く
、
合
戦
を
描
い
た
『
結
城
合
戦
絵
詞
』（
国
宝
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
関
東
平
定
に
成
功
し
た

義
教
は
、
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中
央
集
権
の
実
現
に
向
か
う

　

正
長
二
年
（1429

）
に
大
和
で
発
生
し
た
大
和
永
享
の
乱
（
興
福
寺
大
乗
院
衆
徒
の
豊
田
氏
と
興
福
寺
一

乗
院
衆
徒
の
井
戸
氏
の
対
立
に
端
を
発
し
、
大
和
一
国
に
広
が
っ
た
）
で
は
、
越
智
氏
・
箸
尾
氏
と
筒
井
氏
と

の
争
い
を
始
め
、
有
力
な
国
人
は
、
互
い
に
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰
り
返
し
て
泥
沼
化
し
て
い
た
。
永
享

十
一
年
（1439
）
に
至
っ
て
、
十
年
に
及
ぶ
戦
乱
を
一
旦
終
結
さ
せ
た
。

　

義
教
の
時
代
に
は
正
長
の
土
一
揆
や
後
南
朝
勢
力
の
反
乱
な
ど
、
室
町
幕
府
を
巡
る
政
治
・
社
会
情
勢

が
不
穏
で
あ
り
、
義
教
は
幕
府
権
力
の
強
化
に
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
。

　
守
護
大
名
へ
の
干
渉
は
・
・
・

　

ま
た
義
教
は
、
斯
波
氏
、
畠
山
氏
、
山
名
氏
、
京
極
氏
、
富
樫
氏
、
今
川
氏
な
ど
の
有
力
な
守
護
大
名

に
対
し
て
、
そ
の
家
督
継
承
な
ど
に
積
極
的
に
干
渉
し
て
、
将
軍
の
支
配
力
を
強
め
る
政
策
を
行
っ
た
。

　

意
に
反
し
た
一
色
義
貫
と
土
岐
持
頼
は
誅
殺
さ
れ
た
。
当
主
を
暗
殺
す
る
強
攻
策
に
出
る
将
軍
に
対
し

て
次
第
に
不
安
は
広
が
る
。
将
軍
義
満
、
義
持
、
義
量
、
義
教
に
仕
え
、
侍
所
頭
人
を
務
め
た
有
力
な
守

護
大
名
の
赤
松
満
祐
は
、
永
享
十
二
年
に
侍
所
別
当
の
職
を
罷
免
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
幕
府
へ
の
出
仕
も

し
な
く
な
り
、
義
教
と
満
祐
の
対
立
は
先
鋭
化
し
た
。

　
将
軍
義
教
は
暗
殺
さ
れ
る

　

嘉
吉
元
年
（1441

）
六
月
、
結
城
合
戦
の
祝
勝
会
と
し
て
義
教
を
自
邸
に
招
い
た
赤
松
満
祐
は
、
嫡
子

の
教
康
と
弟
の
則
繁
に
命
じ
て
義
教
を
暗
殺
す
る
。

　

結
城
合
戦
を
終
え
た
慰
労
と
い
う
名
目
で
、満
祐
の
子
の
赤
松
教
康
は
義
教
の
「
御
成
」
を
招
請
し
た
。

当
事
、
将
軍
が
家
臣
の
館
に
出
向
き
祝
宴
を
行
う
御
成
は
重
要
な
政
治
儀
式
で
あ
っ
た
。

　

義
教
は
少
数
の
側
近
を
伴
っ
て
赤
松
邸
に
出
か
け
た
が
、
猿
楽
を
観
賞
し
て
い
た
時
、
突
如
屋
敷
に
馬

が
放
た
れ
門
が
い
っ
せ
い
に
閉
じ
ら
れ
た
音
が
し
た
。
義
教
は
「
何
事
で
あ
る
か
」
と
叫
ぶ
が
、
傍
ら
に

座
し
て
い
た
義
教
の
義
兄
（
正
室
・
尹
子
の
兄
）・
正
親
町
三
条
実
雅
（
正
親
町
三
条
公
治
の
父
）
は
「
雷
鳴

で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。
そ
の
直
後
、
障
子
が
開
け
放
た
れ
甲
冑
を
着
た
武
者
た
ち
が
宴
の
座
敷

に
乱
入
し
て
、
赤
松
氏
随
一
の
武
士
安あ
さ
か
ゆ
き
ひ
で

積
行
秀
が
義
教
の
首
を
は
ね
た
。

　
嘉
吉
の
乱
で
赤
松
氏
は
滅
亡
す
る

　

強
権
的
だ
っ
た
将
軍
が
殺
害
さ
れ
た
が
、
指
揮
系
統
が
混
乱
し
た
た
め
、
洛
中
（
京
都
市
内
）
で
は
そ

れ
以
上
の
混
乱
は
生
ず
る
こ
と
な
く
、
満
祐
・
教
康
父
子
は
討
手
を
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
播
磨

に
帰
国
す
る
。

　

同
年
七
月
、
よ
う
や
く
討
伐
軍
が
編
成
さ
れ
、
追
討
さ
れ
て
赤
松
氏
は
滅
亡
し
た
。
こ
れ
を
嘉
吉
の
乱
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と
い
う
。
一
方
、
嘉
吉
元
年
（1441

）
に
薨
去
し
た
義
教
は
太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
る
。

　
将
軍
・
義
教
の
後
継
は
・
・
・

　

嘉
吉
二
年
（1442

）、
義
教
の
嫡
男
・
義
勝
が
管
領
細
川
持
之
ら
に
擁
さ
れ
て
七
代
将
軍
と
な
る
。
永

享
六
年
（1434
）、
日
野
重
子
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
は
千せ
ん

也や

茶ち
ゃ

丸ま
る

と
い
い
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
国

の
屋
敷
で
養
育
さ
れ
た
。
父
が
赤
松
満
祐
に
暗
殺
さ
れ
た
た
め
室
町
殿
に
移
さ
れ
、翌
嘉
吉
二
年（1442

）、

管
領
細
川
持
之
ら
に
擁
さ
れ
て
九
才
で
第
七
代
の
将
軍
職
を
継
ぐ
。

　

幼
年
で
政
治
能
力
が
無
い
た
め
、
持
之
が
実
権
を
掌
握
し
、
彼
の
死
後
は
畠
山
持
国
・
山
名
持
豊
や
生

母
の
日
野
重
子
ら
が
実
権
を
握
っ
て
、
嘉
吉
の
乱
を
起
こ
し
た
満
祐
の
討
伐
、
嘉
吉
の
徳
政
一
揆
な
ど
を

平
定
す
る
。

　

嘉
吉
三
年
に
は
、
義
教
へ
の
弔
意
を
伝
え
る
た
め
に
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
と
会
見
し
て
い
る
（『
康

富
記
』）。
し
か
し
、
同
年
七
月
に
死
去
（
享
年
十
才
、
満
九
才
没
）
し
た
の
で
、
在
任
わ
ず
か
八
ヶ
月
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
死
因
は
落
馬
、
暗
殺
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、
赤
痢
に
よ
る
病
死
が
有
力
で
あ
る
。
墓
所
、

遺
骨
等
は
不
明
だ
が
、
木
像
は
等
持
院
に
現
存
し
て
い
る
。

　

後
任
の
将
軍
に
は
同
母
弟
で
八
才
の
三
男
、
三
寅
、
三
春
（
の
ち
義よ
し

成し
げ

、
つ
い
で
義
政
）
が
選
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、
義
勝
、
義
政
と
幼
少
の
将
軍
が
二
代
続
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
廷
や
有
力
守
護
大
名
は
幕
政
に
関

与
し
た
の
で
、
将
軍
の
権
威
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
る
。

　
八
代
将
軍
は
・
・
・

　

永
享
八
年
（1436

）
に
生
ま
れ
、
管
領
の
畠
山
持
国
な
ど
の
後
見
を
得
て
将
軍
職
に
就
い
た
。
文
安

三
年
（1446

）、
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
、
同
四
年
、
正
五
位
下
に
昇
叙
し
、
侍
従
に
任
官
す
る
。
翌
年
、

左
馬
頭
に
転
任
、
同
六
年
に
元
服
し
て
義
成
を
名
乗
る
。
四
月
に
征
夷
大
将
軍
宣
下
、
従
四
位
下
に
昇
叙

し
、
参
議
に
補
任
さ
れ
、
右
近
衛
中
将
を
兼
任
す
る
。

　

宝
徳
二
年
（1450

）、
従
三
位
に
昇
叙
し
、
権
大
納
言
に
転
任
、
さ
ら
に
従
二
位
に
昇
叙
、
権
大
納
言

は
如
元
（
元
の
如
し
）。
享
徳
二
年
（1453

）、
従
一
位
に
昇
叙
、
名
を
義
政
と
改
め
る
。

　

義
政
は
幕
府
の
財
政
難
と
土
一
揆
に
苦
し
み
、
幕
政
を
正
室
の
日
野
富
子
や
細
川
勝
元
・
山
名
宗
全
ら

の
有
力
守
護
大
名
に
委
ね
て
、
政
治
を
疎
ん
だ
。
自
ら
は
東
山
文
化
を
築
く
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
数
奇
の
道

を
探
求
し
た
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
側
近
政
治
に
移
行
し
よ
う
と
・
・
・

　

義
政
は
当
初
、
祖
父
の
義
満
や
父
・
義
教
の
政
策
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
三
魔
と
呼
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ば
れ
る
乳
母
の
今
参
局
（
御
今
）・
烏
丸
資
任
・
有
馬
持
家
（
お
い
ま
、
か
ら
す
ま
、
あ
り
ま
と
、「
ま
」
が

つ
く
三
人
）
や
、
母
・
重
子
と
正
室
・
富
子
の
実
家
の
日
野
家
、
有
力
な
守
護
大
名
家
が
政
治
に
介
入
し
、

将
軍
と
し
て
、
政
治
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
た
。

　
諸
大
名
の
内
紛
に
介
入
す
る

　

当
時
の
守
護
大
名
家
で
は
家
督
相
続
の
内
紛
が
多
か
っ
た
が
、
義
政
は
お
家
騒
動
に
積
極
的
に
干
渉
し

た
。

　

鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏
（
享
徳
四
年
∧1455

∨
、
古
河
に
移
っ
て
初
代
の
古
河
公
方
と
な
る
）
と
関
東
管

領
上
杉
氏
と
の
大
規
模
な
内
紛
（
享
徳
の
乱
）
で
は
成
氏
に
対
し
て
追
討
令
を
発
し
、
僧
職
に
あ
っ
た
異

母
兄
（
義
教
の
次
男
）
の
政
知
を
還
俗
さ
せ
、
長
禄
二
年
（1458

）、
幕
府
公
認
の
鎌
倉
公
方
と
し
て
鎌
倉

に
派
遣
し
た
。
た
だ
し
、
政
知
は
鎌
倉
に
入
れ
ず
、
伊
豆
堀
越
に
と
ど
ま
っ
て
堀
越
公
方
と
称
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
幕
府
方
、
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
方
、
鎌
倉
公
方
方
の
争
い
は
関
東
一
円
に
拡
大
し
た
。

　
将
軍
の
親
裁
へ
・
・
・

　

さ
ら
に
政
所
執
事
を
筆
頭
と
す
る
政
所
・
奉
行
衆
・
番
衆
か
ら
成
る
将
軍
側
近
集
団
を
つ
く
り
、
こ
れ

を
基
盤
と
し
て
、
守
護
大
名
の
勢
力
に
対
抗
し
、
将
軍
の
親
裁
権
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。

	

次
号
は
将
軍
義
政
の
時
代
へ
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本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行

「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
活
動

　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
、
地
域
住
民
と

行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報

道
に
よ
っ
て
市
民
の
公
共
参
加
を
推
進
し

ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
増
進
に
努
め
ま
す
。

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）

を
お
寄
せ
下
さ
い
。

 TEL　
090

（3048

）5502
 　

　
　
編
集
部
原
宛
に
ど
う
ぞ


